
県
内
市
町
村
の
経
済
水

準
を
比
較
す
る
と
き
に
使

わ
れ
る
「
１
人
当
た
り
市

町
村
民
所
得
」
は
平
成
25

年
度
、
鶴
岡
市
は
県
平
均

の
２
６
３
万
円
よ
り

万
10

３
千
円
低
い
２
５
２
万
７

千
円
で
し
た
。

酒
田
市
は
県
平
均
よ
り

高
く
２
６
６
万
７
千
円
で
、

鶴
岡
市
よ
り
低
か
っ
た
三

川
町
が

年
度
か
ら
県
平

23

均
水
準
に
上
昇
し
て
い
ま

す
。（
２
面
へ
つ
づ
く
）

2017年１月１日
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（月１７７円程度）
12月 25人 38,624円
11月 53人 41,735円

一人当たり市町村民所得 ＜実数＞ （単位：万円）

13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

県平均 247.3 244.8 244.9 247.3 245.7 253.0 261.7 235.1 224.2 236.9 240.5 247.6 263.0 県平均

鶴岡市 231.6 227.1 230.8 234.0 235.3 239.5 248.2 223.9 215.3 228.5 234.9 239.4 252.7 鶴岡市

酒田市 254.6 248.4 247.8 250.4 244.4 249.6 258.6 233.2 225.7 238.5 242.7 249.7 266.7 酒田市

三川町 231.8 216.2 222.7 218.2 230.9 235.0 244.8 221.0 212.2 226.6 240.8 247.3 262.3 三川町

庄内町 204.3 200.7 202.7 199.1 200.7 202.9 206.2 188.9 185.3 192.6 197.3 205.3 216.7 庄内町

遊佐町 193.2 183.1 187.6 184.4 189.7 192.4 197.0 183.7 179.0 185.7 190.9 197.3 209.0 遊佐町

市町村民経済計算 — 山形県ホームページ
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協
代
表
監
事
の
矢
口
清
左

ヱ
門
さ
ん
が
選
任
さ
れ
た
。

常
勤
理
事
に
各
旧
農
協

長
が
就
任
し
、
事
務
所
を

旧
藤
島
農
協
の
向
い
の
ふ

た
ば
家
具
店
（
旧
阿
良
建

材
所
有
）
に
置
い
た
。

組
合
長
理
事
豊
田
永
治

（
藤
島
）、
常
務
理
事
金
融

担
当
斎
藤
正
雄
（
渡
前
）、

常
務
理
事
営
農
担
当
渋
谷

繁
太
郎
（
長
沼
）、
常
務
理

事
経
済
担
当
小
鷹
徳
治（
八

栄
島
）。

営
農
部
長
斎
藤
定
吉（
旧

渡
前
農
協
参
事
）、
管
理
部

長
菅
原
平
七
（
旧
藤
島
農

協
管
理
部
長
）、
金
融
部
長

丸
山
敬
（
旧
八
栄
島
農
協

参
事
）、
経
済
部
長
毛
利
貞

治
（
旧
長
沼
農
協
参
事
）、

藤
島
支
所
長
富
樫
朝
雄
、

長
沼
支
所
長
渋
谷
健
吉
、

八
栄
島
支
所
長
石
川
勇
男
、

渡
前
支
所
長
成
澤
三
郎
。

（
つ
づ
く
）

役
員
体
制
（
１
）

昭
和

年
第
一
次
合
併

44

初
年
度
の
役
員
は
旧
農
協

の
役
員
全
員
が
就
任
し
、

理
事

名
、
監
事

名
の

37

13

大
世
帯
で
あ
っ
た
。

旧
藤
島
ス
ー
パ
ー
２
階

会
議
室
に
四
角
型
に
席
を

と
っ
た
会
議
で
あ
っ
た
。

発
言
も
演
説
調
の
人
や

録
音
機
を
持
ち
込
ん
で
自

分
の
発
言
を
収
録
す
る
人

も
い
て
活
発
で
あ
っ
た
。

初
代
組
合
長
に
旧
藤
島

農
協
組
合
長
豊
田
永
治
さ

ん
が
内
定
し
た
の
で
あ
る

が
突
然
異
論
が
出
た
。

地
元
藤
島
農
協
の
理
事

の
中
か
ら
八
栄
島
農
協
長

の
小
鷹
徳
治
さ
ん
の
名
前

が
上
が
り
、
同
調
者
も
何

人
か
い
て
会
議
は
い
っ
た

ん
中
断
し
た
が
、
小
鷹
さ

ん
は
そ
の
意
思
が
な
く
辞

退
し
た
の
で
落
ち
着
い
た
。

代
表
監
事
に
旧
藤
島
農



（
１
面
か
ら
つ
づ
く
）

「
１
人
当
た
り
市
町
村

民
所
得
」
は
、
生
産
活
動

に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た

付
加
価
値
で
、
企
業
の
利

潤
な
ど
も
含
ん
だ
各
市
町

村
の
経
済
全
体
の
水
準
を

表
す
指
標
で
す
。

個
人
の
給
与
や
実
収
入

な
ど
と
の
比
較
は
で
き
ま

せ
ん
が
、
雇
用
者
報
酬
と

財
産
所
得（
非
企
業
部
門
）、

企
業
所
得
（
法
人
企
業
の

分
配
所
得
受
払
後
）
の
合

計
を
そ
の
年
の

月
１
日

10

現
在
の
総
人
口
で
割
っ
た

も
の
で
す
。

「
付
加
価
値
」
は
、
具

体
的
に
は
生
産
さ
れ
た
商

品
や
サ
ー
ビ
ス
の
額
（
＝

産
出
額
）
か
ら
原
材
料
や

部
品
代(

＝
中
間
投
入)

な

ど
を
差
し
引
い
た
も
の
で
、

新
た
に
付
け
加
え
ら
れ
た

価
値
の
こ
と
で
す
。

鶴
岡
市
の
経
済
水
準
の

低
さ
は
、
市
の
財
政
指
標

で
あ
る
「
財
政
力
指
数
」

に
も
表
れ
、

年
度
は
０

26

・

で
類
似
団
体

団
体

42

87

中

位
と
最
下
位
水
準
。

86
酒
田
市
は
０
・

で
同
じ

45

類
似
団
体
で

位
で
し
た
。

81

三
川
町
は
０
・

で
類

37

似
団
体

団
体
中

位
で

40

12

上
位
に
あ
り
ま
す
。

鶴
岡
市
は
行
革
で
住
民

サ
ー
ビ
ス
削
減
と
市
民
負

担
増
、
安
あ
が
り
賃
金
と

な
る
民
営
化
を
進
め
、
積

立
金
は
１
５
６
億
円
に
積

み
増
し
し
、
バ
イ
オ
研
究

に
３
億
５
千
万
円
も
投
入

し
、
地
域
内
経
済
循
環
が

貧
し
く
な
っ
て
い
ま
す
。

自
治
体
リ
ス
ト
ラ
で
は

な
く
行
政
の
力
を
発
揮
し
、

市
民
の
暮
ら
し
と
地
域
経

済
を
高
め
る
施
策
に
転
換

す
べ
き
で
す
。

変
え
る
と
こ
ろ
は

明
け
ま
し
て
お
め
で
と

う
ご
ざ
い
ま
す
。
今
年
も

よ
ろ
し
く
お
付
き
合
い
下

さ
い
ま
す
よ
う
、
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。

▲
改
め
て
言
う
の
も
な
ん

で
す
が
、
ニ
ュ
ー
ス
を
聞

き
な
が
ら
Ｎ
Ｈ
Ｋ
や
、
オ

ガ
シ
デ
ネ
ガ
ー
と
ブ
ツ
ブ

ツ
言
う
よ
う
な
こ
と
が「
き

び
ち
ょ
」
な
の
で
す
か
ら
、

気
軽
に
・
ネ

▲
彼
が
良
く
言
う
「
戦
後

レ
ジ
ー
ム
」
ウ
ン
ヌ
ン
は
、

ナ
ニ
な
ん
だ
ろ
う
と
思
い

ま
せ
ん
か
。
先
の
オ
ス
プ

レ
イ
の
墜
落
だ
。
自
分
ら

も
「
原
因
の
究
明
」
を
申

し
入
れ
な
が
ら
、
納
得
出

来
た
ん
で
す
か
。

▲
首
相
が
変
え
た
い
憲
法

の
上
に
安
保
条
約
が
あ
っ

て
、
不
平
等
な
地
位
協
定

で
口
を
挿
め
な
い
か
ら
飛

行
を
許
し
た
ん
で
し
ょ
う

ヤ
。
沖
縄
は
勿
論
、
国
民

だ
っ
て
到
底
納
得
出
来
る

も
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
ヨ
。

▲
あ
ん
な
事
故
を
不
時
着

な
ん
て
言
い
な
が
ら
現
場

の
調
査
さ
え
出
来
な
か
っ

た
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
沖

縄
は
ど
こ
の
国
で
す
か
。

警
察
権
・
捜
査
権
は
ど
こ

に
あ
る
ん
で
す
か
安
倍
さ

ん
よ
。
こ
こ
ん
と
こ
ろ
が

レ
ジ
ー
ム
と
や
ら
で
「
変

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
こ
ろ
で
し
ょ
う
ヤ
。
ち

が
い
ま
す
か
。

▲
先
の
ロ
シ
ア
と
の
会
談

で
「
領
土
問
題
を
脇
に
置

い
て
」
ど
う
な
る
の
サ
。

こ
れ
だ
っ
て
戦
後
の
レ
ジ

ー
ム
で
す
よ
。
与
党
が
一

緒
に
な
っ
て
首
相
を
カ
バ

っ
て
い
る
よ
う
で
す
が
、

時
間
を
か
け
れ
ば
と
か
、

お
金
を
積
め
ば
な
ん
て
も

ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
。

あ
っ
ち
は
戦
争
で
勝
ち
取

っ
た
と
し
て
い
る
ん
だ
か

ら
。
最
初
に
間
違
い
を
し

た
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

▲
仲
良
く
な
る
こ
と
を
否

定
は
し
ま
せ
ん
が
ダ
、
こ

っ
ち
が
親
し
ぶ
っ
て
ウ
ラ

ジ
ミ
ー
ル
な
ん
て
呼
ん
で

ま
し
た
が
、
そ
ん
な
こ
と

で
は
動
か
な
い
で
し
ょ
。

（
石
川
）

正
義
と
秩
序
を
基
調
と
す

る
国
際
平
和
を
誠
実
に
希

求
し
、
国
権
の
発
動
と
し

て
の
戦
争
を
放
棄
し
、
武

力
に
よ
る
威
嚇
及
び
武
力

の
行
使
は
、
国
際
紛
争
を

解
決
す
る
手
段
と
し
て
は

用
い
な
い
。」
と
平
和
主
義

で
化
粧
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
戦
力
の
不

保
持
と
交
戦
権
を
否
定
し

た
最
も
重
要
な
二
項
を
全

面
改
定
し
「
前
項
の
規
定

は
、
自
衛
権
の
発
動
を
妨

げ
る
も
の
で
は
な
い
。」
と

し
て
い
る
。「
自
衛
権
の
発

動
」
と
政
府
が
認
め
れ
ば
、

武
力
行
使
や
戦
争
し
て
も

の
戦
争
の
放
棄
で
あ
る
。

章
名
を
「
安
全
保
障
」
に

変
え
、
九
条
一
項
に
「
平

和
主
義
」
を
掲
げ
、
現
憲

法
の
文
言
を
一
部
修
正(

傍

線
部
分)

、「
日
本
国
民
は
、

よ
い
こ
と
で
一
項
の
完
全

骨
抜
き
。
ま
っ
た
く
詐
欺

師
の
や
り
か
た
で
あ
る
。

憲
法
制
定
国
会
で
自
衛

権
が
論
議
に
な
っ
た
。
侵

略
戦
争
は
不
戦
条
約
な
ど

で
禁
じ
ら
れ
た
が
、
破
ら

れ
て
き
た
。
そ
の
た
め
思

い
切
っ
て
画
期
的
な
も
の

に
し
た
。
一
つ
は
侵
略
戦

争
が
で
き
な
く
な
る
戦
力

不
保
持
、
二
つ
は
、
日
本

は
自
衛
の
名
に
隠
れ
て
侵

略
戦
争
を
し
た
前
科
が
あ

る
の
で
、
交
戦
権
を
認
め

な
い
こ
と
に
し
た
と
の
政

府
見
解
が
あ
っ
た
。

年
頭
に
あ
た
り
、
改
め

て
戦
争
放
棄
・
平
和
を
守

る
日
本
と
世
界
の
宝
「
九

条
」
を
学
ぼ
う
。

自
民
改
憲
案
が
大
幅
に

変
え
た
の
は
第
二
章
九
条

左図は、1947（昭和22）年8月2日に文部省（当時）が編集発行した「あたらしい憲法のはなし」に掲
載。兵隊も軍艦も戦争放棄の袋に入れて、平和産業の電車や船舶、消防車が生まれる。

右図は、自民改憲案の「戦争放棄の放棄」で、兵隊や戦車、軍艦、戦闘機が飛び立つ（右図は、「あ
たらしい憲法草案のはなし」太郎次郎社2016.06.22から）


